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報告第１４号 

 

 

※※※令和５年度厚木市一般会計継続費精算報告について 

 

 

※地方自治法施行令第１４５条第２項の規定により、別紙のとおり報告する。 

 

 

※※令和６年９月２日提出 

 

 

                      厚木市長※※山 口※貴 裕 



－ 1 －



－ 2 －





報告第１５号 

 

 

令和５年度厚木市公共下水道事業会計継続費精算報告について 

 

 

地方公営企業法施行令第１８条の２第２項の規定により、別紙のとおり報告する。 

 

 

令和６年９月２日提出 

 

 

厚木市長  山 口 貴 裕 



令和５年度厚木市公共下水道

国県補助金 企業債
損益勘定
留保資金

1 資本的
支出

1 建設
改良費

令和
３年度

220,000,000 100,000,000 120,000,000

令和
４年度

440,000,000 220,000,000 220,000,000

令和
５年度

255,000,000 60,000,000 195,000,000

計 915,000,000 380,000,000 535,000,000

公 共 下 水 道
恩 曽 川 左 岸
第 6 排 水 区
浸水対策事業

款 項
年割額

事業名 年度

全 体 計 画

左 の 財 源 内 訳

－　1　－



事業会計継続費精算報告書

（単位：円）

国県補助金 企業債
損益勘定
留保資金

国県補助金 企業債
損益勘定
留保資金

220,000,000 100,000,000 120,000,000

220,000,000 100,000,000 120,000,000 220,000,000 120,000,000 100,000,000

671,249,700 280,000,000 391,200,000 49,700 △416,249,700 △220,000,000 △196,200,000 △49,700

891,249,700 380,000,000 511,200,000 49,700 23,750,300 0 23,800,000 △49,700

比 較

左 の 財 源 内 訳
年 割 額 と
支 払 義 務
発生額の差

支 払 義 務
発 生 額

左 の 財 源 内 訳

実 績

－　2　－





報告第１６号 

 

 

令和５年度決算に基づく厚木市健全化判断比率について 

 

 

地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項の規定により、令和５年度決

算に基づく厚木市健全化判断比率を、別紙監査委員の意見を付けて次のとおり報告する。 

 

（単位：％） 

区 分 実質赤字比率 
連 結 実 質 

赤 字 比 率 
実質公債費比率 将来負担比率 

厚木市の比率 ― ― 3.2 56.2 

早期健全化基準 11.25 16.25 25.0 350.0 

 

 

令和６年９月２日提出 

 

 

厚木市長  山 口 貴 裕 





 
 

 

令和５年度  
 

 

厚木市健全化判断比率審査意見書 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

厚木市監査委員 



 

令和６年８月16日  
 
 

厚木市長   山 口 貴 裕 様  
 

厚木市監査委員   石 井  勝  
 

厚木市監査委員   佐 野 良 人  
 

厚木市監査委員   渡 辺 貞 雄  
 

 

 

令和５年度決算に基づく健全化判断比率及びその算定の基礎となる 

事項を記載した書類の審査意見について 

 

地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項の規定に基づき、審査に付さ

れた令和５年度決算に基づく健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を記載し

た書類について審査したので、次のとおり意見を提出する。 



令和５年度厚木市健全化判断比率審査意見書 

 
第１ 監査等の種類 

地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項の規定に基づ

く審査  
 
第２ 審査の対象 

健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類  
 
第３ 審査の期間 

令和６年７月 12 日から令和６年８月８日まで  
 
第４ 審査の方法 

審査に当たっては、健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を記

載した書類が適正に作成されているかどうかを主眼として実施した。  
 
第５ 審査の結果 

審査に付された次の健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を

記載した書類は、いずれも適正に作成されているものと認められた。  
 

健全化判断比率 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

① 実質赤字比率 
― ％ ― ％ ― ％ 

11.27 ％ 11.26 ％ 11.25 ％ 

② 連結実質赤字比率 
― ％ ― ％ ― ％ 

16.27 ％ 16.26 ％ 16.25 ％ 

③ 実質公債費比率 
2.7 ％ 2.9 ％ 3.2 ％ 

25.0 ％ 

④ 将来負担比率 
42.0 ％ 44.6 ％ 56.2 ％ 

350.0 ％ 

※ 各項目の上段は厚木市、下段は早期健全化基準値を表している。 

※ 上記表中の「―」はそれぞれ実質赤字額及び連結実質赤字額がないことを表し

ている。なお、「０」と表示しないのは、実質赤字比率及び連結実質赤字比率が

マイナス比率(実質収支の黒字等)となるためである。 





報告第１７号 

 

 

令和５年度決算に基づく厚木市病院事業資金不足比率について 

 

 

地方公共団体の財政の健全化に関する法律第２２条第１項の規定により、令和５年度決

算に基づく厚木市病院事業資金不足比率を、別紙監査委員の意見を付けて次のとおり報告

する。 

 

（単位：％） 

区     分 
資 金 不 足 

比       率 

厚木市の比率 
 

経営健全化基準 20.0 

 

 

令和６年９月２日提出 

 

 

厚木市長  山 口 貴 裕 





                      
 

 

令和５年度  
 

 

厚木市資金不足比率審査意見書 
 

 

病 院 事 業 会 計 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

厚木市監査委員 



 

令和６年８月16日  
 
 

厚木市長   山 口 貴 裕 様  
 
 

厚木市監査委員   石 井  勝  
 

厚木市監査委員   佐 野 良 人  
 

厚木市監査委員   渡 辺 貞 雄  
 
 
 

令和５年度厚木市病院事業会計決算に基づく資金不足比率及び  
その算定の基礎となる事項を記載した書類の審査意見について  

 
地方公共団体の財政の健全化に関する法律第 22 条第１項の規定に基づき、審

査に付された令和５年度厚木市病院事業会計決算に基づく資金不足比率及びそ

の算定の基礎となる事項を記載した書類について審査したので、次のとおり意

見を提出する。  
 



令和５年度厚木市病院事業会計資金不足比率審査意見書 

 
第１ 監査等の種類 

地方公共団体の財政の健全化に関する法律第 22 条第１項の規定

に基づく審査  
 
第２ 審査の対象 

資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類  
 
第３ 審査の期間 

令和６年７月 12 日から令和６年８月８日まで  
 
第４ 審査の方法 

審査に当たっては、資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載

した書類が適正に作成されているかどうかを主眼として実施した。  
 
第５ 審査の結果 

審査に付された次の資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記

載した書類は、いずれも適正に作成されているものと認められた。  
 

比 率 名 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

資金不足比率 
― ％ ― ％ ― ％ 

20.0 ％ 

※ 上段は厚木市、下段は経営健全化基準値を表している。 

※ 上記表中の「―」は、資金不足がないことを表している。なお、「０」と表示しな

いのは、資金不足比率がマイナス比率(資金余剰)となるためである。 
 
 





報告第１８号 

 

 

令和５年度決算に基づく厚木市公共下水道事業資金不足比率について 

 

 

地方公共団体の財政の健全化に関する法律第２２条第１項の規定により、令和５年度決

算に基づく厚木市公共下水道事業資金不足比率を、別紙監査委員の意見を付けて次のとお

り報告する。 

 

（単位：％） 

区     分 
資 金 不 足 

比       率 

厚木市の比率 
 

経営健全化基準 20.0 

 

 

令和６年９月２日提出 

 

 

厚木市長  山 口 貴 裕 

 





 
 

 

令和５年度  
 

 

厚木市資金不足比率審査意見書 
 

 

公共下水道事業会計 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

厚木市監査委員 



 

令和６年８月16日  
 
 

厚木市長   山 口 貴 裕 様  
 

厚木市監査委員   石 井  勝  
 

厚木市監査委員   佐 野 良 人  
 

厚木市監査委員   渡 辺 貞 雄  
 
 
 
令和５年度厚木市公共下水道事業会計決算に基づく資金不足比

率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類の審査意見に

ついて  
 

地方公共団体の財政の健全化に関する法律第 22 条第１項の規定に基づき、審

査に付された令和５年度厚木市公共下水道事業会計決算に基づく資金不足比率

及びその算定の基礎となる事項を記載した書類について審査したので、次のと

おり意見を提出する。  
 
 



令和５年度厚木市公共下水道事業会計資金不足比率審査意見書 

 
第１ 監査等の種類 

地方公共団体の財政の健全化に関する法律第 22 条第１項の規定

に基づく審査  
 
第２ 審査の対象 

資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類  
 
第３ 審査の期間 

令和６年７月 12 日から令和６年８月８日まで  
 
第４ 審査の方法 

審査に当たっては、資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載

した書類が適正に作成されているかどうかを主眼として実施した。  
 
第５ 審査の結果 

審査に付された次の資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記

載した書類は、いずれも適正に作成されているものと認められた。  
 

比 率 名 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

資金不足比率 
― ％ ― ％ ― ％ 

20.0 ％ 

※ 上段は厚木市、下段は経営健全化基準値を表している。 
※ 上記表中の「―」は、資金不足がないことを表している。なお、「０」と表示しな

いのは、資金不足比率がマイナス比率(資金余剰)となるためである。 
 
 
 





報告第１９号 

 

 

専決処分の報告について 

 

 

地方自治法第１８０条第１項の規定により、議会において指定されている事項につ

いて次のとおり専決処分したので、同条第２項の規定により報告する。 
 

１ 専決処分した事項 

 厚木北公民館新築（電気）工事に係る工事請負契約（令和５年６月１９日議決）

について、公共工事設計に係る労務単価の改定等に伴い、契約金額を変更した。 

変更前 １８３，９６０，７００円 

変更後 １８９，５２２，３００円 

 

２ 専決番号 

専決第１０号 

 

３ 専決処分日 

令和６年８月１９日 

 
 

令和６年９月２日提出 

 

 

                      厚木市長  山 口 貴 裕 

  



 

１ 工事名 

厚木北公民館新築（電気）工事 

 

２ 工事場所 

  厚木市元町９番４号 

 

３ 契約工期 

  令和５年６月 20 日から令和７年２月 28 日まで 

 

４ 契約の相手方  

厚木市愛甲東２丁目11番２号 

ケンモチ電機・ダイト空調特別共同企業体 

構成員代表者（株）ケンモチ電機 

代表取締役 釼持 陽子 様 

 

５ 工事概要 

(1) 高圧引込設備工事  

(2) 受変電設備工事  

(3) 発電機設備工事  

(4) 幹線設備工事  

(5) 動力設備工事  

(6) 電灯・コンセント設備工事  

(7) 電話配管設備工事  

(8) 情報配管設備工事  

(9) テレビ共同受信設備工事  

(10) 防災無線配管設備工事  

(11) 拡声設備工事  

(12) 音響設備工事 

(13) 電気時計設備工事   

(14) トイレ呼出設備工事  

(15) インターホン設備工事  

(16) 機械警備配管設備工事  

(17) 監視カメラ設備工事  

(18) 火災報知設備工事  

(19) 防火戸自動閉鎖設備工事  

(20) ガス漏れ警報設備工事  

(21) 太陽光発電設備工事  

(22) 構内配電線路工事    

 

参考資料 



６ 変更金額 

変更前 183,960,700円 

変更後 189,522,300円 

増額 5,561,600円 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



厚木北公民館新築（電気）工事 
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議案第４６号 

 

 

教育長の任命について 

 

 

教育長に次の者を任命したいので、同意を求める。 

 

住 所   相模原市南区相南 
氏 名   佐 後 佳 親 様 

昭和３７年生まれ 

 

 

令和６年９月２日提出 

 

 

厚木市長  山 口 貴 裕 

 

 

 

提案理由 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４条第１項の規定により、同意を求める。 



佐後
さ の ち

 佳
よし

親
ちか

 様 略歴 

 

 

本 籍 地   大和市 

住  所   相模原市南区相南 

生  年   昭和３７年 

最終学歴   早稲田大学文学部卒業 

経  歴   厚木市教育委員会学校教育部学校教育課長 

厚木市立小鮎中学校長 

厚木市教育委員会学校教育部長 

厚木市立睦合東中学校長 

現 厚木市教育長 

参考資料 



議案第４７号 

 

 

教育委員会委員の任命について 

 

 

厚木市教育委員会委員に次の者を任命したいので、同意を求める。 

 

住 所   厚木市妻田西 

氏 名   宮 崎 昌 彦 様 

昭和３３年生まれ 

 

 

令和６年９月２日提出 

 

 

厚木市長  山 口 貴 裕 

 

 

 

提案理由 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４条第２項の規定により、同意を求め

る。  



 

宮崎
みやざき

 昌彦
まさひこ

 様 略歴 

 

 

本 籍 地   厚木市 

住  所   厚木市妻田西 

生  年   昭和３３年 

最終学歴   中京大学体育学部卒業 

職  業   幼稚園職員 

経  歴   厚木市教育委員会学校教育部学校教育課長 

厚木市教育委員会学校教育部長 

厚木市立厚木中学校長 

現 学校法人緑ヶ丘学園認定こども園厚木緑ヶ丘幼稚園園長 

現 公益財団法人厚木市スポーツ協会会長 

現 厚木少年補導員連絡会会長 

現 神奈川県厚木警察署協議会副会長 

現 厚木市教育委員会委員 

 

参考資料 











議案第５０号 

 

 

令和５年度厚木市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算について 

 

 

地方自治法第２３３条第３項の規定により、令和５年度厚木市後期高齢者医療事業特

別会計歳入歳出決算を、別紙監査委員の意見を付けて議会の認定に付する。 

 

 

令和６年９月２日提出 

 

 

                      厚木市長  山 口 貴 裕 

 

 

 





議案第５１号 

 

 

令和５年度厚木市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算について 

 

 

地方自治法第２３３条第３項の規定により、令和５年度厚木市国民健康保険事業特別

会計歳入歳出決算を、別紙監査委員の意見を付けて議会の認定に付する。 

 

 

令和６年９月２日提出 

 

 

                      厚木市長  山 口 貴 裕 

 

 

 





議案第５２号 

 

 

令和５年度厚木市介護保険事業特別会計歳入歳出決算について 

 

 

地方自治法第２３３条第３項の規定により、令和５年度厚木市介護保険事業特別会計

歳入歳出決算を、別紙監査委員の意見を付けて議会の認定に付する。 

 

 

令和６年９月２日提出 

 

 

厚木市長  山 口 貴 裕 

 





議案第５３号 

 

 

令和５年度厚木市病院事業会計決算について 

 

 

地方公営企業法第３０条第４項の規定により、令和５年度厚木市病院事業会計決算を、

別紙監査委員の意見を付けて議会の認定に付する。 

 

 

令和６年９月２日提出 

 

 

厚木市長  山 口 貴 裕 





議案第５４号 

 

 

令和５年度厚木市公共下水道事業会計決算について 

 

 

地方公営企業法第３０条第４項の規定により、令和５年度厚木市公共下水道事業会計

決算を、別紙監査委員の意見を付けて議会の認定に付する。 

 

 

令和６年９月２日提出 

 

 

厚木市長  山 口 貴 裕 

 





議案第５５号 

 

 

厚木市市税条例の一部を改正する条例について 

 

 

厚木市市税条例の一部を別紙のとおり改正する。 

 

 

令和６年９月２日提出 

 

 

厚木市長  山 口 貴 裕 

 

 

 

提案理由 

地方税法等の一部改正に伴い、固定資産税の特例割合を定めるほか、所要の措置を講

ずるため、本条例の一部を改正する。 



1 

 

厚木市市税条例の一部を改正する条例 

 

厚木市市税条例（平成12年厚木市条例第22号）の一部を次のように改正する。 

附則第11項第１号中「、第25項第３号及び第32項」を「及び第25項第４号」に

改め、同項第２号中「第33項」を「第32項」に改め、同項第４号中「附則第15条

第25項第２号」を「附則第15条第25項第３号」に改め、同項に次の１号を加える。 

(6) 法附則第15条第25項第２号にあっては、14分の11 

附則第12項各号列記以外の部分及び同項第５号中「附則第７条第17項」を「附

則第７条第18項」に改める。 

 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 



2 

 

新旧対照表 

新 旧 

附 則 附 則 

1～10 略 1～10 略 

(法附則第15条、第15条の8及び第15条の9の3

の条例で定める割合) 

(法附則第15条、第15条の8及び第15条の9の3

の条例で定める割合) 

11 法附則第15条、第15条の8及び第15条の9の

3に規定する市町村の条例で定める割合は、次

のとおりとする。 

11 法附則第15条、第15条の8及び第15条の9の

3に規定する市町村の条例で定める割合は、次

のとおりとする。 

(1) 法附則第15条第2項第1号及び第25項第4

号にあっては、3分の1 

(1) 法附則第15条第2項第1号、第25項第3号

及び第32項にあっては、3分の1 

(2) 法附則第15条第14項、第25項第1号、第3

2項及び第15条の9の3第1項にあっては、2

分の1 

(2) 法附則第15条第14項、第25項第1号、第3

3項及び第15条の9の3第1項にあっては、2

分の1 

(3) 略 (3) 略 

(4) 法附則第15条第25項第3号にあっては、1

2分の7 

(4) 法附則第15条第25項第2号にあっては、1

2分の7 

(5) 略 (5) 略 

(6) 法附則第15条第25項第2号にあっては、1

4分の11 

 

(耐震基準適合家屋に対して課する固定資産税

の減額の手続) 

(耐震基準適合家屋に対して課する固定資産税

の減額の手続) 

12 法附則第15条の10第1項の耐震基準適合家

屋について、同項の規定の適用を受けようと

する者は、当該耐震基準適合家屋に係る耐震

改修が完了した日から3月以内に、次に掲げる

事項を記載した申告書に施行規則附則第7条第

18項に規定する補助に係る補助金確定通知書

の写し、建築物の耐震改修の促進に関する法

律(平成7年法律第123号)第7条又は附則第3条

第1項の規定による報告の写し及び当該耐震改

修後の家屋が地方税法施行令附則第12条第19

項に規定する基準を満たすことを証する書類

を添付して市長に提出しなければならない。 

12 法附則第15条の10第1項の耐震基準適合家

屋について、同項の規定の適用を受けようと

する者は、当該耐震基準適合家屋に係る耐震

改修が完了した日から3月以内に、次に掲げる

事項を記載した申告書に施行規則附則第7条第

17項に規定する補助に係る補助金確定通知書

の写し、建築物の耐震改修の促進に関する法

律(平成7年法律第123号)第7条又は附則第3条

第1項の規定による報告の写し及び当該耐震改

修後の家屋が地方税法施行令附則第12条第19

項に規定する基準を満たすことを証する書類

を添付して市長に提出しなければならない。 

(1)～(4) 略 (1)～(4) 略 

(5) 施行規則附則第7条第18項に規定する補

助の算定の基礎となった当該耐震基準適合

家屋に係る耐震改修に要した費用 

(5) 施行規則附則第7条第17項に規定する補

助の算定の基礎となった当該耐震基準適合

家屋に係る耐震改修に要した費用 

(6) 略 (6) 略 

13～28 略 13～28 略 

  

 

参考資料 





議案第５６号 

 

 

厚木市国民健康保険条例の一部を改正する条例について 

 

 

厚木市国民健康保険条例の一部を別紙のとおり改正する。 

 

 

令和６年９月２日提出 

 

 

厚木市長  山 口 貴 裕 

 

 

 

提案理由 

国民健康保険法の一部改正に伴い、被保険者証の返還に係る罰則の規定を削るほか、

所要の措置を講ずるため、本条例の一部を改正する。 



1 
 

厚木市国民健康保険条例の一部を改正する条例 

 

厚木市国民健康保険条例（昭和34年厚木市条例第７号）の一部を次のように改

正する。 

第29条中「第９項」を「第５項」に、「若しくは虚偽の届出をした者又は同条

第３項若しくは第４項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じ

ない」を「又は虚偽の届出をした」に改める。 

 

附 則 

１ この条例は、令和６年12月２日から施行する。 

２ この条例の施行の日前にした行為及び行政手続における特定の個人を識別

するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行

に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令（令和６年政令第260号）

第９条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例

の施行の日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例に

よる。 

 



2 
 

新旧対照表 
新 旧 

第29条 法第９条第１項若しくは第５項の規定

による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

は、100,000円以下の過料に処する。 

第29条 法第９条第１項若しくは第９項の規定

による届出をせず、若しくは虚偽の届出をし

た者又は同条第３項若しくは第４項の規定に

より被保険者証の返還を求められてこれに応

じない者は、100,000円以下の過料に処する。 
  

 

参考資料 





議案第５７号 

 

 

市道路線の廃止及び認定について 

 

 

次のとおり市道路線を廃止し、及び認定する。 

 

１ 廃止 

整理番号 路  線  名 
起  点 （地 先） 

図面番号 
終  点 （地 先） 

Ｅ－２３７ 緑ケ丘２７号線 
緑ケ丘三丁目２番 

１・３ 
緑ケ丘三丁目４番 

Ｅ－２３８ 緑ケ丘２８号線 
緑ケ丘三丁目４番 

１・３ 
緑ケ丘三丁目３番 

Ｅ－２４７ 緑ケ丘３０号線 
緑ケ丘三丁目３番 

１・３ 
緑ケ丘三丁目１番 

Ｅ－２４８ 緑ケ丘奥原３号線 
緑ケ丘三丁目１番 

１・３ 
温水字奥原２１５３番の１ 

 

２ 認定 

整理番号 路  線  名 
起  点 （地 先） 

図面番号 
終  点 （地 先） 

Ｅ－４９１ 緑ケ丘三丁目１号線 
緑ケ丘三丁目２番１ 

２・４ 
緑ケ丘三丁目１番５ 

Ｅ－４９２ 緑ケ丘三丁目五丁目１号線 
緑ケ丘三丁目３番４ 

２・４ 
緑ケ丘五丁目２１５３番１ 

 

 

令和６年９月２日提出 

 

 

厚木市長  山 口 貴 裕 

 

 

 

提案理由 

開発行為に伴い、市道路線を廃止し、及び認定するため、道路法第８条第２項及び第

１０条第３項の規定により、議決を求める。 



図面番号１ 

廃止路線 位置図 

 

 

 

 

 

 

 

Ｎ 

県立厚木王子高校 

緑ケ丘小学校 



図面番号２ 

認定路線 位置図 

 

 

 

 

 

 

  

 

Ｎ 

県立厚木王子高校 

緑ケ丘小学校 



図面番号３ 

市道路線廃止図 

Ｅブロック 

 

   

   

 

 

  

 

 

   

 

  

 

 

 
市道路線の廃止に係る道路の延長及び幅員 

種類及び 

整理番号 
路 線 名 延 長（ｍ） 幅 員（ｍ） 

一般市道 

Ｅ－２３７ 
緑ケ丘２７号線 ５５．７ ４．２～６．０ 

一般市道 

Ｅ－２３８ 
緑ケ丘２８号線 ６０．５ ２．３ 

一般市道 

Ｅ－２４７ 
緑ケ丘３０号線 ２７６．１ ４．０～６．６ 

一般市道 

Ｅ－２４８ 
緑ケ丘奥原３号線 １９２．４ ４．１～７．９ 

 

凡  例 

廃止路線 

  起  点 

  終  点 

 

Ｎ 



図面番号４ 

市道路線認定図 

Ｅブロック 

 

   

   

 

 

  

 

 

   

 

  

 

 

 

 
 

市道路線の認定に係る道路の延長及び幅員 

種類及び 

整理番号 
路 線 名 延 長（ｍ） 幅 員（ｍ） 

一般市道 

Ｅ－４９１ 
緑ケ丘三丁目１号線 １８６．５ ６．０～６．２ 

一般市道 

Ｅ－４９２ 
緑ケ丘三丁目五丁目１号線 ２５３．６ ５．５～７．９ 

 

Ｎ 

凡  例 

認定路線 

  起  点 

  終  点 

 





議案第５８号 

 

 

市道路線の認定について 

 

 

次のとおり市道路線を認定する。 

 

整理番号 路  線  名 
起  点 （地 先） 

図面番号 
終  点 （地 先） 

Ｂ－８２５ 上依知二ツ家１号線 
上依知字二ツ家２５７２番７ 

１～３ 
上依知字二ツ家２５７３番１ 

 

 

令和６年９月２日提出 

 

 

厚木市長  山 口 貴 裕 

 

 

 

提案理由 

開発行為に伴い、市道路線を認定するため、道路法第８条第２項の規定により、議決

を求める。 

  



図面番号１ 

位 置 図 

 

 

 

 

 

 

 

Ｎ 

上依知小学校 

猿ヶ島スポーツセンター 



図面番号２ 

市道路線認定図 

Ｂブロック 

 

 

   

   

 

 

  

 

 

   

 

  

 

 

 

 
 

市道路線の認定に係る道路の延長及び幅員 

種類及び 

整理番号 
路 線 名 延 長（ｍ） 幅 員（ｍ） 

一般市道 

Ｂ－８２５ 
上依知二ツ家１号線 ３９．６ ４．５ 

 

Ｎ 

凡  例 

認定路線 

  起  点 

  終  点 

△ 転回広場 



図面番号３ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参 考 図 

Ｎ 

Ｂ－８２５ 

延長＝３９．６ｍ 

幅員＝４．５ｍ 

◎ 起点 

○ 終点 

△ 転回広場 



議案第５９号 

 

 

市道路線の認定について 

 

 

次のとおり市道路線を認定する。 

 

整理番号 路  線  名 
起  点 （地 先） 

図面番号 
終  点 （地 先） 

Ｆ－９４０ 恩名三丁目５号線 
恩名三丁目１０２５番２３ 

１・２ 
恩名三丁目１０２５番１９ 

 

 

令和６年９月２日提出 

 

 

厚木市長  山 口 貴 裕 

 

 

 

提案理由 

開発行為に伴い、市道路線を認定するため、道路法第８条第２項の規定により、議決

を求める。 

  



図面番号１ 

位 置 図 

 

 

 

 

 

 

 

Ｎ 

県立厚木高校 

厚木市文化会館 

南毛利中学校 



図面番号２ 

市道路線認定図 

Ｆブロック 

 

 

 

   

   

 

 

  

 

   

 

  

 

 

 

 
 

市道路線の認定に係る道路の延長及び幅員 

種類及び 

整理番号 
路 線 名 延 長（ｍ） 幅 員（ｍ） 

一般市道 

Ｆ－９４０ 
恩名三丁目５号線 ３５．９ ５．０ 

 

Ｎ 

凡  例 

認定路線 

  起  点 

  終  点 

 





議案第６０号 

 

 

市道路線の廃止について 

 

 

次のとおり市道路線を廃止する。 

 

整理番号 路  線  名 
起  点 （地 先） 

図面番号 
終  点 （地 先） 

Ｂ－３６２ 猿ケ島狐島線 
猿ケ島字狐島５９番の１ 

１・２ 
猿ケ島字狐島６８番 

 

 

令和６年９月２日提出 

 

 

厚木市長  山 口 貴 裕 

 

 

 

提案理由 

払下げに伴い、市道路線を廃止するため、道路法第１０条第３項の規定により、議決

を求める。  



図面番号１ 

位 置 図 

 

 

 

 

 

 

 

Ｎ 

上依知小学校 

猿ケ島スポーツセンター 



図面番号２ 

市道路線廃止図 

Ｂブロック 

 

 

 

   

   

 

 

  

 

 

   

 

  

 

 

 
市道路線の廃止に係る道路の延長及び幅員 

種類及び 

整理番号 
路 線 名 延 長（ｍ） 幅 員（ｍ） 

一般市道 

Ｂ－３６２ 
猿ケ島狐島線 １２５．７ ０．９ 

 

凡  例 

廃止路線 

  起  点 

  終  点 

 

Ｎ 





議案第６１号 

 

 

市道路線の廃止について 

 

 

次のとおり市道路線を廃止する。 

 

整理番号 路  線  名 
起  点 （地 先） 

図面番号 
終  点 （地 先） 

Ｅ－３４３ 及川柳流４号線 
及川字柳流７５２番 

１・２ 
及川字柳流７５７番 

 

 

令和６年９月２日提出 

 

 

厚木市長  山 口 貴 裕 

 

 

 

提案理由 

払下げに伴い、市道路線を廃止するため、道路法第１０条第３項の規定により、議決

を求める。  



図面番号１ 

位 置 図 

 

 

 

 

 

 

 

Ｎ 

及川球技場 

林中学校 

県立厚木王子高校 

緑ケ丘小学校 



図面番号２ 

市道路線廃止図 

Ｅブロック 

 

 

 

   

   

 

 

  

 

 

   

 

  

 

 

 
市道路線の廃止に係る道路の延長及び幅員 

種類及び 

整理番号 
路 線 名 延 長（ｍ） 幅 員（ｍ） 

一般市道 

Ｅ－３４３ 
及川柳流４号線 ４４．７ ５．０ 

 

凡  例 

廃止路線 

  起  点 

  終  点 

 

Ｎ 





（議案第６２号） 

 

 

 

令和６年厚木市議会第６回会議（９月定例会議） 

 

 

 

令和６年度 

厚木市一般会計補正予算（第４号） 





議案第６２号 

 

 

令和６年度厚木市一般会計補正予算（第４号） 

 

 

令和６年度の厚木市の一般会計補正予算（第４号）は、次に定めるところによる。 

 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,512,501千円を追加し、歳入歳出予算の

総額を歳入歳出それぞれ108,976,604千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予

算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

（繰越明許費） 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１３条第１項の規定により、翌年度 

に繰り越して使用することができる経費は、「第２表 繰越明許費」による。 

（地方債の補正） 

第３条 地方債の変更は、「第３表 地方債補正」による。 

 

 

令和６年９月２日提出 

 

 

厚木市長  山 口 貴 裕 

  

－　1　－



款 項 補正前の額 補　正　額 計

第１表　歳　入　歳　出　予　算　補　正

歳　入１
（単位：千円）

５５ 国庫支出金 　  19,578,709 26,008　  19,604,717

　５ 国庫負担金 　  10,467,294 7,000　  10,474,294

１０ 国庫補助金 　   9,042,868 19,008　   9,061,876

６０ 県支出金 　   6,362,941 1,400　   6,364,341

１０ 県補助金 　   1,610,723 1,400　   1,612,123

８０ 繰越金 　   2,681,494　   1,115,393　   3,796,887

　５ 繰越金 　   2,681,494　   1,115,393　   3,796,887

８５ 諸収入 　   4,686,335 500　   4,686,835

２５ 雑入 　   2,593,869 500　   2,594,369

９０ 市債 　  12,283,600 369,200　  12,652,800

　５ 市債 　  12,283,600 369,200　  12,652,800

　 107,464,103　   1,512,501　 108,976,604歳 入 合 計

－　2　－



款 項 補正前の額 補　正　額 計

２　歳　出 （単位：千円）

１０総務費 　  15,246,514 3,740　  15,250,254

１０企画文化費 　   6,105,088 3,740　   6,108,828

１５民生費 　  42,352,647 44,495　  42,397,142

　５社会福祉費 　  20,111,157 44,495　  20,155,652

２０衛生費 　  11,686,947 94,768　  11,781,715

　５保健衛生費 　   6,233,903 79,046　   6,312,949

１０清掃費 　   5,453,044 15,722　   5,468,766

３０農林水産業費 918,420 44,317 962,737

　５農業費 830,371 44,317 874,688

３５商工費 　   3,043,392 420,000　   3,463,392

　５商工費 　   3,043,392 420,000　   3,463,392

４０土木費 　  15,053,951 786,732　  15,840,683

　５土木管理費 　   1,122,752 70,000　   1,192,752

１０道路橋りょう費 　   3,027,319 649,200　   3,676,519

１５河川費 262,598 10,000 272,598

２０都市計画費 　  10,344,255 39,532　  10,383,787

２５住宅費 297,027 18,000 315,027

４５消防費 　   3,418,282 11,134　   3,429,416

　５消防費 　   3,418,282 11,134　   3,429,416

５０教育費 　   9,315,994 107,315　   9,423,309

１０小学校費 　   2,607,368 38,197　   2,645,565

１５中学校費 　   1,124,533 48,701　   1,173,234

２０社会教育費 　   2,236,285 20,417　   2,256,702

　 107,464,103　   1,512,501　 108,976,604歳 出 合 計
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第２表  繰 越 明 許 費 

  (単位：千円）

15 民生費 05 社会福祉費

第３表  地 方 債 補 正

１  変　更   (単位：千円）

款 項 事　業　名

償還の方法

補　正　前 補　正　後

理髪、はり・きゅう・マッサージ助成事業 1,140

老人保養施設等利用助成金 7,405

高齢者外出支援事業 2,848

金　額

償 還 の 方 法 限　度　額 起債の方法 利　率

2,927,400 3,296,600道 路 新 設
改 良 事 業

起 債 の 目 的 限　度　額 起債の方法 利　率

償還期間は、
据置期間を含
め30年以内。
ただし、財政
上の都合によ
り償還期限を
短縮し、繰上
償還し、又は
低利債に借り
換えることが
できる。

補正前に同
じ

補正前
に同じ

補正前に同
じ

年3.0％
以内
(ただし、
利率見直
し方式で
借り入れ
る政府資
金等につ
いて、利
率の見直
しを行っ
た後にお
いては、
当該見直
し後の利
率）

普通貸借又
は証券発行。
なお、起債
の全部又は
一部を翌年
度へ繰り越
して借り入
れることが
できる。
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令和６年度 

厚木市一般会計補正予算 

（第４号）に関する説明書
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老人保養施設等利用助成金増
20,030

20,030

－　13　－



－　14　－



－　15　－



－　16　－



12,999

－　17　－



－　18　－
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1 53,933,906 57,497,843 12,283,600 369,200 12,652,800

(1) 総 務 751,087 915,675 4,296,200 4,296,200

(2) 民 生 1,296,556 1,227,892 177,600 177,600

(3) 衛 生 537,467 2,876,768 320,100 320,100

(4) 農 林 697,062 685,931 89,300 89,300

(5) 商 工 768,607 977,424 121,700 121,700

(6) 土 木 36,054,770 37,483,834 6,136,100 369,200 6,505,300

(7) 公 営 住 宅 1,499,899 1,452,820 6,900 6,900

(8) 消 防 2,141,365 2,046,261 142,100 142,100

(9) 教 育 10,187,093 9,831,238 993,600 993,600

2 225,042 129,479

3 5,130,045 4,139,733

4 897,424 775,972

5 697,202 2,832,887

60,883,619 65,375,914 12,283,600 369,200 12,652,800

地方債の令和４年度末及び令和

令和６年度末における現在高の

区　　　分
令和４年度末

現   在   高

令和５年度末

現   在   高

令 和 ６ 年 度 中

令 和 ６ 年 度 中 起 債 見 込 額

補 正 前 の 額 補 正 額 補 正 後 の 額

合　　計

減 税 補 て ん 債

臨 時 財 政 対 策 債

減 収 補 て ん 債

調 整 債

普 通 債

千円 千円 千円 千円 千円
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補 正 額
千円

3,915,802 3,915,802 65,865,641 369,200 66,234,841 68,434,741

36,415 36,415 5,175,460 5,175,460 5,197,860

158,104 158,104 1,247,388 1,247,388 1,247,388

107,690 107,690 3,089,178 3,089,178 3,089,178

69,387 69,387 705,844 705,844 705,844

49,062 49,062 1,050,062 1,050,062 1,054,562

2,385,361 2,385,361 41,234,573 369,200 41,603,773 43,178,773

105,445 105,445 1,354,275 1,354,275 1,354,275

165,359 165,359 2,023,002 2,023,002 2,033,502

838,979 838,979 9,985,859 9,985,859 10,573,359

64,676 64,676 64,803 64,803 64,803

813,873 813,873 3,325,860 3,325,860 3,325,860

123,636 123,636 652,336 652,336 652,336

110,223 110,223 2,722,664 2,722,664 2,722,664

5,028,210 5,028,210 72,631,304 369,200 73,000,504 75,200,404

５年度末における現在高並びに

見込みに関する調書（補正）

増 減 見 込 額

千円

(参考)繰越額
を含めた令和
６年度末現在
高見込額

令 和 ６ 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額
補 正 前 の 額 補 正 額 補 正 後 の 額

補 正 前 の 額

令 和 ６ 年 度 末 現 在 高 見 込 額

補 正 後 の 額
千円 千円 千円 千円 千円
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令和６年厚木市議会第６回会議（９月定例会議）

【１５節工事請負費関係】

令 和 ６ 年 度

厚木市一般会計補正予算

参 考 資 料

議案 第６２号 関連



〔一般会計〕
（単位：千円）

15節
工事請負費

10 総務費 3,740

10 企画文化費 3,740

60 防犯対策費 3,740 〔13ﾍﾟｰｼﾞ〕

防犯灯設置事業費

防犯灯設置事業費 【くらし交通安全】

　[内容]防犯灯設置

　[箇所]市内全域

30 農林水産業費 14,292

5 農業費 14,292

35 土地改良事業費 14,292 〔15ﾍﾟｰｼﾞ〕

道水路等維持補修事業費

道水路等維持補修事業費 【農業政策課】

　[内容]農業施設構造物損傷箇所復旧

　[箇所]市内全域

40 土木費 669,200

5 土木管理費 20,000

5 土木総務費 20,000 〔15ﾍﾟｰｼﾞ〕

道路施設維持管理事業費

道路施設維持管理事業費 【道路維持課】

　[内容]街路樹伐採伐根

　[箇所]厚木環状３号線（長谷地区）

10 道路橋りょう費 649,200

15 道路維持費 649,200 〔15ﾍﾟｰｼﾞ〕

道路維持補修事業費

道路維持補修事業費 【道路維持課】

　[内容]舗装補修等

　[箇所]舗装損傷箇所復旧（市内全域）

　　　　道路構造物損傷箇所復旧（市内全域）

　　　　道路後退部舗装（市内全域）

　　　　市道J-564号線（飯山地内）ほか18路線 Ｌ＝2,415ｍ

　　　　市道中津川右岸北部幹線（棚沢地内）ほか12路線 Ｌ＝2,082ｍ

概　　　　　　　　　　　要款 項 目

- 1 -



議案第６３号 

 

 

動産の取得について（追認） 

 

 

次のとおり動産を取得したことについて、追認を求める。 

 

１ 取得した動産  小学校教師用教科書及び指導書 

２ 取 得 金 額  ２８，６４０，２２８円 

３ 契約の相手方  厚木市温水９８ 

株式会社石村集文堂 

代表取締役 石村 隆明 様 

４ 契 約 日  平成２７年３月１６日 

 

 

令和６年９月２日提出 

 

 

厚木市長  山 口 貴 裕 

 

 

 

提案理由 

動産を取得したことについて追認を得たいので、厚木市議会の議決に付すべき契約及

び財産の取得又は処分に関する条例第３条の規定により、議決を求める。 

 

 

  



 
参考資料 

 

１ 取得した動産の概要 

番号 物 品 名 物 品 の 概 要 

１ 教師用教科書及び指導書 

平成27年度の厚木市立小学校における学習

指導用に供するもの 

教科書 2,588冊 

指導書 1,764冊 

 

２ 見積参加者及び結果（見積合せ執行日：平成27年３月13日）

番号 事 業 者 名 見積価格（消費税込み） 備 考 

１ 株式会社石村集文堂 28,640,228円 
決定 

28,640,228円 

※ 予定価格（消費税込み）は、28,640,228円です。 



議案第６４号 

 

 

動産の取得について（追認） 

 

 

次のとおり動産を取得したことについて、追認を求める。 

 

１ 取得した動産  小学校教師用教科書及び指導書 

２ 取 得 金 額  ２８，３７１，６６４円 

３ 契約の相手方  厚木市中町２－５－３ 

有限会社内田屋書房 

代表取締役 内田 喜康 様 

４ 契 約 日  平成２７年３月１６日 

 

 

令和６年９月２日提出 

 

 

厚木市長  山 口 貴 裕 

 

 

 

提案理由 

動産を取得したことについて追認を得たいので、厚木市議会の議決に付すべき契約及

び財産の取得又は処分に関する条例第３条の規定により、議決を求める。 

 

 

  



 
参考資料 

 

１ 取得した動産の概要 

番号 物 品 名 物 品 の 概 要 

１ 教師用教科書及び指導書 

平成27年度の厚木市立小学校における学習

指導用に供するもの 

教科書 2,565冊 

指導書 1,749冊 

 

２ 見積参加者及び結果（見積合せ執行日：平成27年３月13日） 

番号 事 業 者 名 見積価格（消費税込み） 備 考 

１ 有限会社内田屋書房 28,371,664円 
決定 

28,371,664円 

※ 予定価格（消費税込み）は、28,371,664円です。 



議案第６５号 

 

 

動産の取得について（追認） 

 

 

次のとおり動産を取得したことについて、追認を求める。 

 

１ 取得した動産  小学校及び中学校教師用教科書及び指導書 

２ 取 得 金 額  ２１，４０１，３３３円 

３ 契約の相手方  厚木市温水９８ 

株式会社石村集文堂 

代表取締役 石村 隆明 様 

４ 契 約 日  平成２８年３月１５日 

 

 

令和６年９月２日提出 

 

 

厚木市長  山 口 貴 裕 

 

 

 

提案理由 

動産を取得したことについて追認を得たいので、厚木市議会の議決に付すべき契約及

び財産の取得又は処分に関する条例第３条の規定により、議決を求める。 

 

 

  



 
参考資料 

 

１ 取得した動産の概要 

番号 物 品 名 物 品 の 概 要 

１ 教師用教科書及び指導書 

平成28年度の厚木市立小学校及び中学校に

おける学習指導用に供するもの 

小学校教科書 245冊 

小学校指導書 193冊 

中学校教科書 686冊 

中学校指導書 681冊 

 

２ 見積参加者及び結果（見積合せ執行日：平成28年３月15日） 

番号 事 業 者 名 見積価格（消費税込み） 備 考 

１ 株式会社石村集文堂 21,401,333円 
決定 

21,401,333円 

※ 予定価格（消費税込み）は、21,401,333円です。 



議案第６６号 

 

 

動産の取得について（追認） 

 

 

次のとおり動産を取得したことについて、追認を求める。 

 

１ 取得した動産  小学校及び中学校教師用教科書及び指導書 

２ 取 得 金 額  ３０，２２３，７３０円 

３ 契約の相手方  厚木市温水９８ 

株式会社石村集文堂 

代表取締役 石村 哲也 様 

４ 契 約 日  令和２年３月２４日 

 

 

令和６年９月２日提出 

 

 

厚木市長  山 口 貴 裕 

 

 

 

提案理由 

動産を取得したことについて追認を得たいので、厚木市議会の議決に付すべき契約及

び財産の取得又は処分に関する条例第３条の規定により、議決を求める。 

 

 

  



 
参考資料 

 

１ 取得した動産の概要 

番号 物 品 名 物 品 の 概 要 

１ 教師用教科書及び指導書 

令和２年度の厚木市立小学校及び中学校に

おける学習指導用に供するもの 

小学校教科書 2,531冊 

小学校指導書 1,631冊 

中学校教科書    10冊 

中学校指導書    ２冊 

 

２ 見積参加者及び結果（見積合せ執行日：令和２年３月23日） 

番号 事 業 者 名 見積価格（消費税込み） 備 考 

１ 株式会社石村集文堂 30,223,730円 
決定 

30,223,730円 

※ 予定価格（消費税込み）は、30,223,730円です。 

 



議案第６７号 

 

 

動産の取得について（追認） 

 

 

次のとおり動産を取得したことについて、追認を求める。 

 

１ 取得した動産  小学校教師用教科書及び指導書 

２ 取 得 金 額  ２９，８１８，３８６円 

３ 契約の相手方  厚木市中町２－５－３ 

有限会社内田屋書房 

代表取締役 内田 喜貴 様 

４ 契 約 日  令和２年３月２４日 

 

 

令和６年９月２日提出 

 

 

厚木市長  山 口 貴 裕 

 

 

 

提案理由 

動産を取得したことについて追認を得たいので、厚木市議会の議決に付すべき契約及

び財産の取得又は処分に関する条例第３条の規定により、議決を求める。 

 

 

  



 
参考資料 

 

１ 取得した動産の概要 

番号 物 品 名 物 品 の 概 要 

１ 教師用教科書及び指導書 

令和２年度の厚木市立小学校における学習

指導用に供するもの 

教科書 2,068冊 

指導書 1,634冊 

 

２ 見積参加者及び結果（見積合せ執行日：令和２年３月23日） 

番号 事 業 者 名 見積価格（消費税込み） 備 考 

１ 有限会社内田屋書房 29,818,386円 
決定 

29,818,386円 

※ 予定価格（消費税込み）は、29,818,386円です。 



議案第６８号 

 

 

動産の取得について（追認） 

 

 

次のとおり動産を取得したことについて、追認を求める。 

 

１ 取得した動産  小学校及び中学校教師用教科書及び指導書 

２ 取 得 金 額  ２３，４４３，０３４円 

３ 契約の相手方  厚木市温水９８ 

株式会社石村集文堂 

代表取締役 石村 哲也 様 

４ 契 約 日  令和３年３月２４日 

 

 

令和６年９月２日提出 

 

 

厚木市長  山 口 貴 裕 

 

 

 

提案理由 

動産を取得したことについて追認を得たいので、厚木市議会の議決に付すべき契約及

び財産の取得又は処分に関する条例第３条の規定により、議決を求める。 

 

 

  



 
参考資料 

 

１ 取得した動産の概要 

番号 物 品 名 物 品 の 概 要 

１ 教師用教科書及び指導書 

令和３年度の厚木市立小学校及び中学校に

おける学習指導用に供するもの 

小学校教科書   224冊 

小学校指導書   309冊 

中学校教科書 1,131冊 

中学校指導書   709冊 

 

２ 見積参加者及び結果（見積合せ執行日：令和３年３月23日） 

番号 事 業 者 名 見積価格（消費税込み） 備 考 

１ 株式会社石村集文堂 23,443,034円 
決定 

23,443,034円 

※ 予定価格（消費税込み）は、23,443,034円です。 



議案第６９号 

 

 

動産の取得について（追認） 

 

 

次のとおり動産を取得したことについて、追認を求める。 

 

１ 取得した動産  小学校及び中学校教師用教科書及び指導書 

２ 取 得 金 額  ３０，７０３，３８６円 

３ 契約の相手方  厚木市温水９８ 

株式会社石村集文堂 

代表取締役 石村 哲也 様 

４ 契 約 日  令和６年３月１３日 

 

 

令和６年９月２日提出 

 

 

厚木市長  山 口 貴 裕 

 

 

 

提案理由 

動産を取得したことについて追認を得たいので、厚木市議会の議決に付すべき契約及

び財産の取得又は処分に関する条例第３条の規定により、議決を求める。 

 

 

  



 
参考資料 

 

１ 取得した動産の概要 

番号 物 品 名 物 品 の 概 要 

１ 教師用教科書及び指導書 

令和６年度の厚木市立小学校及び中学校に

おける学習指導用に供するもの 

小学校教科書 3,841冊 

小学校指導書 1,022冊 

中学校教科書   １冊 

 

２ 見積参加者及び結果（見積合せ執行日：令和６年３月11日） 

番号 事 業 者 名 見積価格（消費税込み） 備 考 

１ 株式会社石村集文堂 30,703,386円 
決定 

30,703,386円 

 ※ 予定価格（消費税込み）は、30,703,386円です。 

 



議案第７０号 

 

 

動産の取得について（追認） 

 

 

次のとおり動産を取得したことについて、追認を求める。 

 

１ 取得した動産  小学校教師用教科書及び指導書 

２ 取 得 金 額  ２９，０２２，９３３円 

３ 契約の相手方  厚木市中町２－５－３ 

有限会社内田屋書房 

代表取締役 内田 喜貴 様 

４ 契 約 日  令和６年３月１３日 

 

 

令和６年９月２日提出 

 

 

厚木市長  山 口 貴 裕 

 

 

 

提案理由 

動産を取得したことについて追認を得たいので、厚木市議会の議決に付すべき契約及

び財産の取得又は処分に関する条例第３条の規定により、議決を求める。 

 

 

  



 
参考資料 

 

１ 取得した動産の概要 

番号 物 品 名 物 品 の 概 要 

１ 教師用教科書及び指導書 

令和６年度の厚木市立小学校における学習

指導用に供するもの 

教科書 3,520冊 

指導書 1,041冊 

 

２ 見積参加者及び結果（見積合せ執行日：令和６年３月11日） 

番号 事 業 者 名 見積価格（消費税込み） 備 考 

１ 有限会社内田屋書房 29,022,933円 
決定 

29,022,933円 

※ 予定価格（消費税込み）は、29,022,933円です。 
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